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相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。
市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。相談業務の案内

相　　　談 日　時 場所／問合先

○弁護士相談（事前に要予約 )

（弁護士が法的な見解等を助
言 )

9 月 14 日（金）、28 日（金）
10月12日（金）、26日（金）
10 時～ 12 時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

9 月 20 日（木）
10 時～ 12 時

大平隣保館 2 階相談室 /☎(43)6611
0120-46-7830

10 月 15 日（月）
10 時～ 12 時

藤岡公民館 1 階 研修室 /
藤岡市民生活課☎ (62)0905

10 月 23 日（火）
10 時～ 12 時

都賀総合支所 別館 2 階 会議室 /
都賀市民生活課☎ (29)1124

9 月 25 日（火）
10 時～ 12 時

西方総合支所 1 階 会議室 /
西方市民生活課☎ (92)0308

10 月 18 日（木）
10 時～ 12 時

岩舟総合支所 1 階 相談室 /
岩舟市民生活課☎ (55)7763

○法律相談 ( 事前に要予約 )
※栃木市社会福祉協議会主催

9 月 4 日 ( 火 )、18 日（火）
9 時～ 12 時

大平地域福祉センター ふるさとふれあい館
/社会福祉協議会大平支所☎(43)0294

〇宅地建物相談 (事前に要予約)
(土地・建物の売買や賃貸借、所有と管理)

9 月 21 日（金）
10 時～ 12 時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

○市民相談
( 日常生活の問題など )

月～金曜日
9 時～ 17 時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

○消費生活相談 ( 商品やサー
ビスなど消費生活全般 )

月～金曜日
9 時～ 16 時

入舟庁舎 / 消費生活センター
　          ☎ (23)8899 FAX (23)8820

○合同相談
( 行政相談・人権相談 )

　※移動県民相談も同時開設

※ 9月11日（火）、25日（火）
10 時～ 12 時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

※ 9 月 20 日（木）
10 時～ 12 時

大平総合支所 1 階 相談室 /
大平市民生活課☎ (43)9211

※ 10 月 10 日（水）
10 時～ 12 時

藤岡公民館 1 階 研修室 /
藤岡市民生活課☎ (62)0905

※ 10 月 23 日（火）
10 時～ 12 時

都賀総合支所 別館 2 階 大会議室 /
都賀市民生活課☎ (29)1124

9 月 25 日（火）
13 時 30 分～15 時 30 分

西方総合支所 1 階 会議室 /
西方市民生活課☎ (92)0308

10 月 18 日（木）
13 時 30 分～15 時 30 分

岩舟総合支所 1 階 相談室 /
岩舟市民生活課☎ (55)7763

○人権相談 月～金曜日
8 時 30 分～ 17 時 15 分

大平隣保館☎(43)6611 0120-46-7830
厚生センター☎ (24)2444
人権・男女共同参画課☎ (21)2161

○いじめ相談電話
月～金曜日 9 時～ 17 時
※土 ･ 日 ･ 祝日 ･ 時間外
は留守番電話 ･FAX

本庁舎 /
青少年育成センター☎ (24)0667
FAX (21)2690

○青少年相談
( 非行問題・不登校など )

月～金曜日
9 時～ 17 時

本庁舎 / 青少年育成センター
☎ (23)6566　FAX (21)2690

○家庭児童相談 (0 ～ 17 歳の
子どもとその家族 )

月～金曜日
9 時～ 16 時

本庁舎 / 家庭児童相談室 ( 子育て支
援課内 )　☎ (21)2227

○ドメスティック・バイオレン
ス相談 ( 配偶者等からの暴力 )

月～金曜日
9 時～ 16 時

本庁舎 /
子育て支援課☎ (21)2229

○障がい児者相談 ( 福祉サービ
スの利用・障がいを理由とする
差別・合理的配慮及び虐待防止)

月～金曜日
8 時 30 分～ 17 時 15 分

本庁舎/障がい児者相談支援センター
( 障 が い 福 祉 課 内 ) ☎ (21)2235・
2236・2208  FAX (21)2682

○就労支援相談(事前に要予約)

(40 歳未満の就労相談 )

第1・3月曜日13時～21時
第1・3土曜日17時～21時
( ※祝日を除く )

栃木勤労青少年ホーム☎ (22)3113

第2・4月曜日13時～21時
第1・3土曜日13時～16時
( ※祝日を除く )

大平勤労青少年ホーム☎ (43)5191

○高齢者相談
（介護や福祉、生活全般、虐待）

月～金曜日
8 時 30 分～ 17 時 15 分

本庁舎／栃木中央地域包括支援セン
ター ☎（21）2245・2246

○もの忘れ相談
（認知症の専門員による相談）

9 月 14 日（金）
10 時～ 11 時 30 分

本庁舎 1階 市民スペース／栃木中央地域
包括支援センター☎（21）2171・2246

「
自
己
肯
定
感
」
を
育
て
る

70

お
子
さ
ん
に
、
知
識
や
情
報
、
社
会
の
ル
ー
ル
を
注
ぐ
こ
と
に
一
生
懸
命

に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
あ
る
子
育
て
講
座
の
講
師
に
よ
れ
ば
、
子
ど
も
の

心
（
小
さ
な
器
）
は
、
注
ぎ
す
ぎ
た
水
の
よ
う
に
あ
ふ
れ
て
い
る
、
と
い
い

ま
す
。
こ
の
器
を
大
き
く
す
る
た
め
に
は
、
子
ど
も
の
「
自
己
肯
定
感
」
を

大
き
く
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
が
親
の
一
番
大
切
な
役
割
と
な
り
ま
す
。

自
己
肯
定
感
と
は
、「
自
分
は
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
愛
さ
れ
て
い
る
。

自
分
の
こ
と
が
好
き
。」
と
思
え
る
心
で
す
。
こ
れ
が
育
ま
れ
る
と
「
何
か

に
挑
戦
し
て
学
ん
で
い
け
る
。
相
手
の
気
持
ち
や
立
場
を
思
い
や
れ
る
。」

よ
う
に
な
り
ま
す
。
自
己
肯
定
感
を
大
き
く
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
、「
子
ど
も

を
認
め
る
親
の
言
葉
か
け
」
で
す
。
し
か
し
、
親
は
教
え
て
い
る
つ
も
り
で

も
、
つ
い
つ
い
否
定
す
る
言
葉
を
た
く
さ
ん
使
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

そ
こ
で
、
講
師
か
ら
聞
い
た
、
自
己
肯
定
感
を
育
て
る
「
子
ど
も
と
の
会

話
の
コ
ツ
」
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
す
。
①
子
ど
も
の
良
い
所
、悪
い
所
、

ど
ち
ら
も
全
部
認
め
る
。
こ
れ
が
で
き
る
の
は
、親
だ
け
／
②
指
示
し
な
い
、

禁
止
し
な
い
で「
や
っ
て
み
よ
う
」と「
い
い
よ
」を
使
う
／
③
会
話
す
る
時
、

子
ど
も
に
も
タ
イ
ミ
ン
グ
が
あ
る
の
で
、
す
ぐ
聞
き
だ
そ
う
と
し
な
い
／
④

ひ
た
す
ら
、
う
な
ず
き
、
子
ど
も
の
言
葉
を
繰
り
返
す
（
子
ど
も
は
、
そ
れ

だ
け
で
満
足
）
／
⑤
ほ
め
る
時
は
ま
ず
、
自
己
評
価
を
聞
く
こ
と
か
ら
。
当

た
り
前
の
こ
と
で
も
口
に
出
し
て
ほ
め
る
。
第
三
者
か
ら
の
一
言（
好
評
価・

ほ
め
言
葉
）
は
、
最
高
の
ほ
め
言
葉
で
あ
る
／
⑥
し
か
り
方
は
子
ど
も
の
性

格
や
能
力
を
決
め
つ
け
ず
、
他
と
比
べ
ず
「
私
は
、
〇
〇
と
思
う
」
に
。

親
の
表
情
も
大
切
で
す
。
ほ
め
る
時
は
、
口
角
を
上
げ
、
に
っ
こ
り
と
。

し
か
る
時
、
ま
じ
め
な
顔
で
真
剣
に
。
楽
し
い
時
は
、
思
い
切
り
笑
い
な
が

ら
。
さ
あ
、
自
己
肯
定
感
を
更
に
育
て
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

生
涯
学
習
課　
☎
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災
害
に
便
乗
し
た
悪
質
商
法

台
風
、
豪
雨
、
地
震
・
・
・
大
き
な
災
害
が
起
き
た
と
き
に
は
、

そ
れ
に
便
乗
し
た
悪
質
商
法
の
ト
ラ
ブ
ル
が
多
数
発
生
し
ま
す
。

被
災
地
域
だ
け
が
狙
わ
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

「『
点
検
は
無
料
』
と
言
わ
れ
、自
宅
の
屋
根
を
み
て
も
ら
っ
た
ら

『
こ
の
ま
ま
だ
と
雨
漏
り
す
る
』
と
言
わ
れ
高
額
な
契
約
を
さ
せ
ら

れ
た
」「
修
理
は
火
災
保
険
の
保
険
金
額
で
行
え
る
と
言
わ
れ
た
」

修
理
な
ど
は
、
複
数
の
業
者
か
ら
見
積
も
り
を
取
っ
た
り
周

囲
に
相
談
し
た
り
し
て
、
す
ぐ
に
は
決
め
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

自
然
の
損
耗
や
劣
化
の
場
合
は
、
保
険
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
ご
自
身
の

保
険
会
社
に
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

「
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
名
乗
る
女
性
か
ら
、募
金
を
求
め
る
不
審
な
電
話
が
あ
っ

た
」／「
市
役
所
の
者
だ
と
名
乗
る
人
が
自
宅
に
訪
れ
、義
援
金
を
求
め
ら
れ
た
」

災
害
に
便
乗
し
た
義
援
金
詐
欺
の
事
例
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
寄
附
し
た

い
と
き
は
、
募
っ
て
い
る
団
体
等
の
活
動
状
況
や
使
途
を
よ
く
確
認
し
、
納
得

し
た
う
え
で
寄
附
し
ま
し
ょ
う
。
口
座
振
り
込
み
の
場
合
は
、
振
込
先
名
義
を

よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
市
職
員
が
各
家
庭
に
直
接
寄
附
を
求
め
る
こ

と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

「『
消
火
器
の
使
用
期
限
の
点
検
を
す
る
』
と
消
防
署
を
名
乗
る
者
が
来
た
」

消
火
器
や
住
宅
用
火
災
報
知
器
を
高
額
で
売
り
つ
け
よ
う
と
す
る
悪
質
な
訪

問
販
売
が
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
市
や
消
防
の
職
員
が
直
接
販
売
を
す
る
こ

と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
一
般
家
庭
に
消
火
器
の
設
置
義
務
は
あ
り
ま

せ
ん
。
住
宅
用
火
災
報
知
器
は
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
電
気
店

な
ど
で
価
格
を
確
認
し
、不
当
な
金
額
で
購
入
し
な
い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

他
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
被
害
が
あ
り
ま
す
。
不
審
な
訪
問
や
電
話
を
受
け
た

場
合
は
、き
っ
ぱ
り
断
る
と
と
も
に
、消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
相
談
く
だ
さ
い
。

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　
（
入
舟
庁
舎
内
）　
☎
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場所 実施日 受付時間

栃
木

吹 上 小 9 月 13 日（木）13:30~13:50
千 塚 小 9 月 20 日（木）13:20~13:40
皆 川 城 東 小 9 月 21 日（金）

13:30~13:50寺 尾 小 9 月 27 日（木）
栃 木 第 三 小 9 月 28 日（金）
栃 木 第 五 小 10 月　4 日（木）
大 宮 北 小 ※ １ 10 月 16 日（火）13:20~13:40
栃 木 中 央 小 10 月 22 日（月）13:30~13:50
栃 木 保 健 福 祉
セ ン タ ー ※ ２ 10 月 24 日（水）13:20~13:40
国 府 北 小 ※ ３ 10 月 26 日（金）

大
平

大 平 中 央 小 9 月 21 日（金）13:10~13:30
大 平 東 小 10 月　3 日（水）

13:15~13:35大 平 西 小 10 月　5 日（金）
大 平 南 小 10 月 10 日（水）

藤
岡

藤 岡 小 9 月 19 日（水）13:20~13:40
三 鴨 小 10 月 10 日（水）13:10~13:30部 屋 小 10 月 15 日（月）
赤 麻 小 10 月 19 日（金）13:20~13:40

都
賀

合 戦 場 小 9 月 26 日（水）13:20~13:35
家 中 小 9 月 27 日（木）13:10~13:30赤 津 小 10 月　3 日（水）

西
方 西 方 小 ※ ４ 10 月 12 日（金）13:10~13:25

岩
舟

静 和 小 9 月 20 日（木）
13:30~13:50岩 舟 小 10 月 17 日（水）

小 野 寺 南 小 ※ ５ 10 月 23 日（火）
※１大宮南小・大宮北小入学予定児童対象 
※２栃木第四小・南小入学予定児童対象
※３国府南小・国府北小入学予定児童対象 
※４西方小・真名子小入学予定児童対象
※５小野寺南小・小野寺北小入学予定児童対象

平
成
31
年
度
就
学
児
の
就
学
時
健
康
診
断

　
平
成
31
年
４
月
に
小
学
校
へ
入
学
す
る
お
子
さ
ん
の
健
康
診
断
を
、
左
の
表
の
日
程
で

行
い
ま
す
。

対
象　
平
成
24
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
25
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
お
子
さ
ん

※
該
当
す
る
お
子
さ
ん
の
保
護
者
あ
て
に
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。
健
診
日
１
週
間
前
ま

で
に
通
知
書
が
届
か
な
い
場
合
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
都
合
が
悪
い
場
合
、
事
前
に
問
合
先
に
相
談
く
だ
さ
い

問
合
先 

保
健
給
食
課 

☎
（21）
２
４
８
２ 

看取りケアシンポジウム
　　　　　～人生の最期を考えてみませんか～
　人生の最期を全うするところは様々です。自分と家族の望む場所でむかえ
ることを、専門職によるケア事例を通して考えてみませんか？
日時　　１０月２１日（日）１３時開場
　　　　１３時３０分開会～ 15 時 30 分閉会
場所　　国府公民館　（惣社町）
発表事例

　〇住み慣れた我が家で最期をむかえたい　（在宅・独居）
　　・退院後、家族のご協力のもとでの看取り事例。
　　・施設入所から、ご本人の希望により在宅療養に切り替えた事例。
　〇施設で人生の最期をむかえる
定員　　８0 人（先着順）　　※事前申し込みが必要です。　　
主催　　　栃木市医師会、栃木市地域包括ケア推進ネットワーク、栃木市
申込期間　8 月 20 日（月）～ 9 月 28 日（金 ⎠
申込・問合先　地域包括ケア推進課　☎（21）2239

ることを、専門職によるケア事例を通して考えてみませんか？


